
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要

綱

第
一

処
分
の
期
間

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
条
に
基
づ
く
事
業
者
に
よ
る
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
の
期
間
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


